
「東北文化の日」ポータルサイト構築及び運営・保守業務 

仕 様 書 

 

１ 委託業務の名称 

「東北文化の日」ポータルサイト構築及び運営・保守業務 

 

２ 業務委託期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 

３ 履行場所 

宮城県内 

 

４ 委託業務の目的 

みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会（以下「発注者」という。）では、東北圏域の特色ある文化資源

の情報を総合的に発信することにより、地域文化に光を当て、東北全体の文化力の発揮を目指すととも

に、文化施設を基点として圏域内外の交流人口の拡大を図ることを目的とし、平成 22 年度から毎年 10 月

の最終土曜日とその翌日の日曜日を「東北文化の日」とし、10 月最終土曜日から 11月最終日曜日までを

事業実施期間として東北の文化施設・文化行事に関する情報を一体的に発信する「東北文化の日」推進事

業を実施している。 

参加施設・行事への誘客をより一層促進するため、「東北文化の日」ポータルサイトを構築し、「東北文

化の日」の認知度を向上させ、効果的に情報発信を行うことを目的とする。 

 

５ 業務委託内容 

（１）制作基本要件 

ア 令和８年８月 19 日（水）までに受託者は「東北文化の日」ポータルサイトを構築すること。制作

するページは別表に示す。 

イ ポータルサイト運用に受託者は必要なサーバーを調達すること。 

ウ ポータルサイトのサブドメインは発注者が手配する。 

エ スマートフォン等のモバイル端末でも支障なく閲覧できるようにすること。 

オ ウェブアクセシビリティやプライバシーポリシー等については、宮城県ウェブサイトの規定に準

拠すること。 

参考：このサイトの御利用について（宮城県ウェブサイト） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kohou/site-riyou.html 

カ コンテンツマネジメントシステム（以下「CMS」という）を構築し、発注者に投稿・編集用のアカ

ウントを付与すること。 

キ 投稿・編集用の操作マニュアルを作成すること。 

ク 「４ 委託業務の目的」を考慮し、最適と考えられるデザインを提案すること。 

ケ 「６ コンテンツ・機能要件」に記載するコンテンツ及び機能を実装すること。 



コ 発注者が Google アナリティクスなどアクセス解析ツールを用いて、ポータルサイトへのアクセス

を解析できるよう設定すること。 

サ ポータルサイトへの誘導バナー（サイズ違い３種類程度）を作成すること。 

（２）ポータルサイトの運営 

令和８年８月 19 日（水）から令和９年３月 31 日（水）までに受託者が行う業務は以下の範囲とす

る。 

ア CMS の操作方法や不具合についての問い合わせに対応できる体制を整えること。また、障害発生時

は発注者と相談し、対応を行うこと。 

イ SEO 対策等、ポータルサイトへのアクセス数を増やす効果的な方法を提案、実施すること。 

（３）セキュリティ対策及び障害発生時の対応 

ア 悪意のある第三者など、外部の脅威に対するセキュリティ対策を行い、セキュリティ事故が発生し

た場合は、直ちに発注者へ報告し、受託者の責任において対応すること。 

イ 障害発生時の連絡体制及びマニュアルを整備し、障害発生時には直ちに発注者へ報告し、復旧に向

けた調整を行うこと。 

ウ ＳＬＡ（サービスレベル・アグリーメント）に関する事項を設定すること。 

エ 受託者は、本業務を履行する場合における情報セキュリティの確保については、別記１情報セキュ

リティ特記事項を遵守すること。 

 

６ コンテンツ・機能要件 

（１）「東北文化の日」について 

   トップページに文章を掲載する。テキストは発注者から提供する。 

（２）令和８年度「東北文化の日」推進事業について 

   トップページに文章を掲載する。テキストは発注者から提供する。 

（３）お知らせ 

   テキストを掲載し、CMS で随時発注者が更新できるようにする。 

（４）各県並びに仙台市ページ 

東北６県と仙台市の計７ページを制作する。各地域ごとの紹介テキストと各地域に属するイベン

トページ一覧並びに施設ページ一覧を表示する。 

（５）イベント検索 

   以下の条件を指定して検索し、検索結果ページに対象となるイベント一覧を表示する。 

ア 開催期間（開始日・終了日を指定） 

イ 地域（東北６県並びに仙台市から選択。複数指定可能。宮城県の検索は、「仙台市を含む」／「仙

台市を含まない」を選択できるようにする） 

ウ キーワード検索（イベント名・説明文・会場名からの文字列検索） 

エ ジャンル検索（各イベントページ設定タグから条件に合うものを検索。複数指定可能（AND 検索）） 

オ ア～エを組み合わせて AND 検索ができるようにする 

（６）施設検索 

   以下の条件を指定して検索し、検索結果ページに対象となる施設一覧を表示する。 



ア 地域（東北６県並びに仙台市から選択。複数指定可能） 

イ キーワード検索（イベント名・イベント説明文からの文字列検索） 

ウ ジャンル検索（各施設ページ設定タグから条件に合うものを検索。複数指定可能（AND 検索）） 

エ ア～ウを組み合わせて AND 検索ができるようにする 

（７）イベントページ 

   以下の情報を掲載する。受託者はテンプレートを作成し、発注者が CMS でページの作成・情報の入

力を行うことができるようにする。掲載イベント２８０件程度を予定。 

ア イベント名 

イ 画像（１枚） 

ウ 説明文（８０字程度） 

エ イベント開始日 

オ イベント終了日 

カ 開催時間 

キ 会場名 

ク 住所 

ケ 問合せ先電話番号 

コ ウェブサイトＵＲＬ 

サ 関連する施設ページへのリンク 

シ ジャンルタグ 

    ジャンル検索のために使用するタグ。複数設定可（最大５つ程度）。以下のタグを予定。 

ワークショップ、講演・トークショー、展覧会、花、祭り、歴史、文学、美術、写真・映像、音楽、

ダンス・演劇、芸能、書道、工芸、建築、民俗、考古学、遺跡、科学・技術、交通・乗り物、マン

ガ・アニメ、特撮、天文、鉱物、自然、工学、食文化、図書館、動物園、水族館、植物園、公園、

劇場・ホール、お城、震災学習、体験・ものづくり、子ども連れ 

（８）施設ページ 

以下の情報を掲載する。受託者はテンプレートを作成し、発注者が CMS でページの作成・情報の

入力を行うことができるようにする。掲載施設２４０件程度を予定。 

ア 使節名 

イ 画像（１枚） 

ウ 説明文（８０字程度） 

エ 開館時間 

オ 休館日 

カ 住所 

キ 問合せ先電話番号 

ク ウェブサイトＵＲＬ 

ケ 関連するイベントページへのリンク 

コ ジャンルタグ 

    ジャンル検索のために使用するタグ。複数設定可（最大５つ程度）。以下のタグを予定。 



歴史、文学、美術、写真・映像、音楽、ダンス・演劇、芸能、書道、工芸、建築、民俗、考古学、

遺跡、科学・技術、交通・乗り物、マンガ・アニメ、特撮、天文、鉱物、自然、工学、食文化、図

書館、動物園、水族館、植物園、公園、劇場・ホール、お城、震災学習、体験・ものづくり、子ど

も連れ 

 

７ その他 

（１）受託者は、受託業務を適切に遂行できるための業務運営体制を確保すること。 

（２）受託者は、各業務の実施前に計画書を作成し、発注者に協議すること。 

（３）受託者は、業務遂行に当たり、発注者へ月１回程度、進歩状況の報告を行うこと。また、発注者が

必要と認めるときは、業務の実施状況について、何時でも受託者に対し報告を求めることができる。 

（４）受託者は、委託期間を通じて、発注者と緊密な連携、調整を図り、業務遂行が円滑に行われるよう

配慮すること。また、業務に関する打ち合わせ等を実施した際は、記録簿を作成し、相互に確認する

こと。 

（５）本業務による成果又は成果物の著作権（二次的著作物をつくる権利及び利用する権利を含む。）は

発注者に帰属し、受託者は発注者および第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。また、

発注者は本業務の成果物を必要な範囲において随時利用できるものとする。 

（６）受託者は、委託期間中３か月に一回程度アクセス解析を行い、課題や改善策等の共有を行うこと。 

（７）著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な権利処理を行う

こと。 

（８）受託者は、「別記１ 情報セキュリティ特記事項」及び「別記２ 個人情報取扱特記事項」を遵守す

ること。 

（９）大規模災害の発生等により業務の遂行が困難になった場合は、代替的な対応又は中止等について

県に協議すること。 

（10）仕様書に明示のない事項または疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上決定する。 

（11）受託者は、業務遂行に当たり、ペーパーレス化など環境配慮に努めること。また、国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）第６条に基づく「環境物品等の調

達の推進に関する基本方針」で規定された「判断の基準」に適合する物品の調達に努めること。 

（12）受託者は、本委託業務の終了前に発注者又は発注者の指定する者へ引継ぎを実施すること。 

 

８ 成果の確認 

（１）事業成果は、成果物及び業務完了報告書により確認する。 

（２）業務完了報告書 

ア 提出期限 令和９年３月 31 日（水） 

イ 提出部数 電子データ：１部 

ウ 提出先 宮城県環境生活部消費生活・文化課 

 

 

  



 

別 表 

 

「東北文化の日」ポータルサイト構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページ 

青森県 

福島県 

東北文化の日について ※テキスト 

お知らせ 

※テキスト 令和８年度「東北文化の日」推進事業について 

CMS で発注者が更新可能 

検索機能 

・イベント検索 

・施設検索 

・ 

・ 

・ 

宮城県 

仙台市 

検索結果ページ 

＜コンテンツ・機能＞ 

・ 

・ 

・ 

各県並びに仙台市ページ 

CMSで発注者が追加・編集可能 

各イベントページ 

各施設ページ 

CMSで発注者が追加・編集可能 



別記１ 

情報セキュリティ特記事項 

 

（責任体制の整備） 

第１ 受注者は、本業務の情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維

持しなければならない。 

 （作業責任者等の届出） 

第２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告

しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなけれ

ばならない。 

４ 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならな

い。 

５ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第３ 受注者は、情報資産を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に書面に

より発注者に報告しなければならない。また、作業場所を変更する場合も同様とする。 

２ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、所

属名等が分かるように身分証明書等を常時携帯させなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第４ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員

以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

 （教育の実施） 

第５ 受注者は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事

者が遵守すべき事項その他本業務の適正な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施

しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければ

ならない。 

 （守秘義務） 

第６ 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。ま

た、契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本業務に携わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出さ

せなければならない。 

 （再委託） 



第７ 受注者は、本業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、本業務の

一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する

内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委

託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注

者と協議し、その承諾を得なければならない。 

２ 前項ただし書により、本業務の一部をやむを得ず再委託する場合、受注者は、再委託先に本特記事項

に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果につ

いて責任を負うものとする。 

３ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具

体的に規定しなければならない。 

４ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発

注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

 （情報資産の管理） 

第８ 受注者は、本業務において利用する情報資産を保持している間は、次の各号の定めるところによ

り、情報資産の管理を行わなければならない。 

(１) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を保管するこ

と。 

(２) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さないこと。 

(３) 情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措

置を施すこと。 

(４) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除

き、情報資産を複製又は複写しないこと。 

(５) 情報資産を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 

(６) 情報資産を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの

保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(７) 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の取扱状況を当該

台帳に記録すること。 

(８) 情報資産の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の情報セキュリティインシデント（以下「インシデ

ント」という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責 任を負うこと。 

(９) 作業場所に、私物のパソコン及び外部記録媒体、その他の私物を持ち込んで、情報資産を取り扱う

作業を行わせないこと。 

(10) 情報資産を利用する作業を行うパソコンに、情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係の

ないアプリケーションをインストールしないこと。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第９ 受注者は、本業務において利用する情報資産について、本業務以外の目的で利用してはならない。

また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 

 （情報資産の受渡し） 

第 10 受注者は、発注者との情報資産の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行



った上で、発注者に情報資産の預り証を提出しなければならない。 

 （情報資産の返却、消去及び廃棄） 

第 11 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する情報資産について、発注者の指定した方

法により、返却又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 受注者は、本業務において利用する情報資産を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべ

き情報資産の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、そ

の承認を得なければならない。 

３ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。 

４ 受注者は、本業務において利用する情報資産を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録

媒体の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は

廃棄の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第 12 受注者は、発注者から、情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しな

ければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 

 （監査及び検査） 

第 13 発注者は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本特記事項の規定に基づき、必要な措置が

講じられているかどうかを検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行う

ことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して

必要な指示をすることができる。 

 （インシデント時の対応） 

第 14 受注者は、本業務に関し、インシデントが発生した場合は、そのインシデントの発生に係る帰責

の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該インシデントに関する情報の内容、件数、インシデン

トの発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 受注者は、インシデントが発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡

大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければなら

ない。 

３ 発注者は、本業務に関しインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該インシデントに関する

情報を公表することができる。 

  

  



 

別記２ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下「業務」という。）の実

施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。 

（善管注意義務） 

第２ 受注者は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管し、当

該個人情報の消滅、改ざん等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

第３ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し、又

はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

（個人情報管理責任者等） 

第４ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」とい

う。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければ

ならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面により報告し

なければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に

実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。 

（作業場所の特定） 

第５ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ発注者に報

告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 

（個人情報の持ち出しの禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出して

はならない。 

（収集の制限） 

第７ 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の

ために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に貸与又は提供してはならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第９ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適



切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第 10 受注者は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、及び特

記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び

研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第 11 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちにかつ、確実に廃棄するものとする。ただし、

発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第 12 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者

の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第 13 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬す

る必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実

な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第 14 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾

した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場合

以降も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処

理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並び

に再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨

を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対し

て、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具

体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注

者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

（実地調査） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調

査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 16 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対し

て必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（事故発生時の対応） 



第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責

の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、

発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関す

る情報を公表することができる。 


